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令和元年第１１回定例教育委員会議議事録 

山本教育長 

 

挨拶 

ただいまから、第１１回定例教育委員会議を開催いたします。 

日程第１「議事録署名委員の指名」であります。  

１番 教育長山本、５番 鈴木委員、よろしくお願いいたします。 

日程第２「会期の決定」です。 

「１１月２８日」本日１日といたしたいと思います。ご意見ありませんか。 

各委員 なし。 

山本教育長 では、本日１日限りとさせていただきます。 

日程第３「諸般の報告」を行います。 

須藤補佐  本日、中村推進員と葛西係長が青少年育成連絡協議会研修会のため欠席です。 

「総務係、学校教育係、社会教育係、体育振興係、図書館、給食センター、え

る夢館ギャラリー」について、別紙により主な行事等について報告する。 

山本教育長 諸般の報告について何かご質問・ご意見等はございますか。 

各委員 なし。 

山本教育長 無ければ、諸般の報告については報告済みとさせていただきます。 

日程第４ 報告第１号「豊頃町議会総務文教常任委員会所管事務調査について」

を議題とします。 

事務局から報告をします。 

二村課長 報告第１号を説明する。 

調査事項としましては、２つございます。町内の小中学校の教育環境の整備。

２つ目としまして、豊頃町立豊頃中学校改築等についてということで１０月２９

日火曜日午前９時から午後２時５０分まで実施されました。 

はじめに、大津小学校で校長先生から学校経営の概要について説明を受けまし

て、そのあと授業参観。そして校内を見まして、委員からご意見をいただく流れ

で実施いたしました。そのあと豊頃小学校、豊頃中学校。そして午後からは議会

委員会室において、豊頃町立豊頃中学校改築等についての質疑応答をさせていた

だきました。 

参加者としましては、小笠原委員長、石田副委員長、大崎委員、杉野委員、岩

井委員。議会事務局からは、中川局長と沢崎係長が参加しています。 

それでは、主な質疑等ということでご説明させていただきます。１つ目、各学

校とも特色ある学校経営を展開。教職員が苦労しながら児童・生徒の教育活動を

進めていることが確認できます。ＩＣＴを活用した教育活動のためのパソコンや

タブレットの整備が進む中、中学校のパソコン室にエアコンの設置がないとの意

見が出されました。また、災害に備え衣服を着たままの着衣水泳の実施はどうか

との意見も出されました。 
２つ目、豊頃中学校改築事業についてです。質問としまして、える夢館で意見

を聴いているが、広く意見を聴く点では不十分ではないかという質問がありまし

て、教育委員会としましては町内の小中学校長をはじめ教職員、児童・生徒の保

護者、保育所児童の保護者を対象に説明会を実施しました。お伺いしましたご意

見等については整理していますという回答をさせていただいています。質問２と
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しまして、大津小学校についてはどう考えるかということで、ＩＣＴ等で連携教

育の強化を図り、必要な改善を図りながら学校運営をしていきますと回答させて

いただいています。３つ目、豊頃小学校の課題解消についてどう考えるかという

ことで、中学校の改築に併せて豊頃小学校の特別支援教室が不足している等の件

も含めて改善を図るとともに、文科省が求める義務教育のあるべき方向性を見据

えながら、将来の本町の教育の向上を目指しますという形で回答させていただい

ています。 

以上、報告いたします。 

山本教育長 報告第１号について事務局の説明を終わります。 

その中で報告書でも若干触れていますが、大津小学校で３年に１度くらい着衣

水泳を行っているということで、大津に限らず豊頃小学校でも実施をした方がい

いのではないかという意見をいただいて、計画していきたいと考えております。 

 それから中学校改築等に関わる関係で、広く意見を聞く上で、える夢館だけで

は不十分ではないかと意見がありましたが、関係団体には説明したりしています。 

また新聞報道でも意見を求めていますとの記事が出た関係もあり、意見の募集期

間も１２月いっぱいと延ばし、大津コミセンでもえる夢館と同様の措置をとって

一般のご意見をお受けする体制をとりたいと考えております。 

委員の皆様のご理解をお願いします。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

山本教育長 では、無いようなので本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第５ 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて（豊頃中学校改

築等工事基本設計委託業務プロポーザル実施要領の制定について）」を議題とし

ます。 

事務局から説明します。 

二村課長 承認第１号を説明する。 

豊頃町教育委員会事務委任等に関する規則第３条の教育委員会が処理する事務

で急を要するものについては、教育長が専決することができるとなっております。 

そして同規則の第４条第１項で専決した事務については、次の教育委員会の会

議において報告し、その承認を得なければならないとなっているものです。 

内容につきましては、４ページをご覧ください。 

豊頃中学校改築等工事基本設計委託業務プロポーザル実施要領の制定について

１１月６日に専決させていただいたものです。 

その概要についてご説明させていただきます。設計委託業務の受託者を決定す

るための設計業者の資格、設計を委託する設計内容、業者の選定のプロセスを決

めた要領になります。プロポーザル方式の委託というのは、豊頃町が求めている

考え方を正式に、そしてその専門性等を発揮して、一緒に設計をしていくという

スタンスで業務を最終的に仕上げていく。そういった考え方で、プロポーザル方

式の基本設計というのが成り立ちます。 

この実施要領の中には、本町が考えているものを実施できるような技術者の資

格、それと実績、どのように業者を決めているのか、ということを定めている要
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領です。 

以上でありますので、ご承認いただけますようお願いします。 

山本教育長 承認第１号について事務局の説明を終わります。 

7ページに予定が書いてありますが、プロポーザルの基本設計を出す審査への参

加表明を来月２日までにいただいて、その審査を１２日までに終える流れになっ

ております。更には一次審査を経た方々は、技術提案をしていただきます。技術

提案の審査については１月中旬にプレゼン等を含めながら考え方をヒアリングさ

せていただきながら基本設計を請け負っていただく方の決定を選定委員会で行っ

た後、随意契約で基本設計をしていただく業者を選定していく流れとなります。 

櫻井委員 一次審査と二次審査をやって、最後にまた入札をかけるんですか。 

二村課長 こちらにつきましては、最後契約するときは随意契約となりますので、札は入

れてもらいますが、１者随意契約ということです。 

櫻井委員 ということは二次審査の時点で決まって、一応札を入れるだけという形ですね。 

二村課長 そのようになります。 

山本教育長 ８ページ表の最後に、「入札（見積合わせ）随意契約」となっているかと思い

ます。いくらで基本設計を請け負っていただくかを入れていただき、金額を決定

することとなります。 

櫻井委員 二次審査の時点で１者なんでしょ。 

山本教育長  選定委員会で１者に絞り込みます。 

 そのほか委員の皆さんから何かありますか。 

各委員 なし。 

山本教育長 では、無いようなので本件につきましては、提案のとおり承認決定させていた
だきます。 
次に日程第６ 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（豊頃中学

校改築等工事基本設計委託業務プロポーザルの評価基準要領の制定について）」
を議題とします。 
事務局から説明をします。 

二村課長 承認第２号を説明する。 

豊頃町教育委員会事務委任等に関する規則第３条の教育委員会が処理する事務

で急を要するものについては、教育長が専決することができるとなっています。 

そして、同規則の４条第１項で専決した事務については、次の教育委員会の会

議において報告し、その承認を得なければならないとなっているものです。 

内容については、２４ページをご覧ください。 

先に承認第１号で承認されましたプロポーザル実施要領において、設計業者を

公正に決定するための書類審査、技術提案審査における判断基準、評価基準、配

点を決めたものでございます。 

２４ページの下のほうにありますように、書類審査、技術提案書評価の配点が

書かれています。一次審査。書類審査については、４０点。技術審査については、

６０点で合計１００点というような形になっています。これは公表されているも

ので、各プロポーザルに参加したい業者は申請書を出すときに、どういうような

形で自分が評価されるのかというのをきちんと公表し、公平性、そして適切な決

定がされるということを担保するための評価基準要領です。 
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詳細はそれぞれ事務所の能力とか担当チームの能力。設計事務所等がどのくら

いの技術があるか。それから理事者がどういう資格を持っているのか。それらを

評価し、配点をして、一次審査をします。 

 次に、二次審査。技術提案書を頂いた後につきましては、それぞれの業務の取

り組みの意欲、本町の考えている方針に合っているか否か、それから課題としま

して、小中併設校としての中学校の校舎・運動場及び豊頃小学校の考え方、現豊

頃小学校の敷地の利用の考え方、現豊頃中学校敷地の利用計画、そして全体的な

ことではありますが、建設コスト、維持管理コスト等をどのように考えているか、

ということを提案書の中でまとめていただいたものを配点基準により点数をつ

け、最終的に１者に絞り込むための点数表でございます。 

以上でありますので、ご承認いただきますようお願いします。 

山本教育長 承認第２号について事務局の説明を終わります。 

設計業者を決定していくプロセスの段階で、公平に評価をしていく考え方で評

価基準を公にしているという内容です。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

１点．選定委員会というのが設置されております。町の要領に定められており、

選定委員の公表にあっては基本設計随意契約までの間は公表しないこととなって

います。皆さんにもどんな人が選定委員になっているのかという声が届くかもし

れませんが、選定委員会の設置要領が定まっておりますのであらかじめご了解を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

山本教育長 では、無いようなので本件につきましては、提案のとおり承認決定させていた
だきます。 
次に日程第７ 議案第１号「令和元年度補正予算案について」を議題とします。 
事務局から説明をします。 

二村課長 議案第１号を説明する。 

第４回町議会定例会において、令和元年度教育費補正予算を要求することとし

ました。内容につきましては、３２ページをご覧いただきたいと思います。 

９款教育費２項小学校費１目学校管理費において、需用費で２００千円。工事

請負費で小学校のダムウエーター改修に２，６９５千円。備品購入費７９２千円。

合わせて３，６８７千円を追加。 

３項中学校費１目学校管理費において、需用費で６５９千円。工事請負費で中

学校のダムウエーター改修に１，５９５千円。備品購入費７１７千円。合わせて

２，９７１千円を追加。 

同項３目学校建設費において、委託料で中学校改築等工事基本設計委託業務料

及び設計支援委託業務費として合わせて９，３５８千円を追加。こちらにつきま

しては、今進めておりますプロポーザルで業者が決まった場合の設計委託料の部

分でございます。 

４項社会教育費３目図書館費において、使用料及び賃借料で８３千円。 

同項４目える夢館費において、需用費５２７千円を追加。 

５項保健体育費１目保健体育総務費において、負担金補助及び交付金で全国・

全道大会参加派遣補助金に１，２２１千円を追加。 
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同項３目学校給食費において、賃金４７１千円、需用費５９４千円を追加。工

事請負費４９千円、備品購入費４６千円を減額。 

９款教育費合計で１８，８１７千円の追加補正を要求するものです。 

以上、ご審議くださるようよろしくお願いいたします。 

山本教育長 議案第１号について事務局の説明を終わります。 

内容については議会の議決案件のため、この場限りの内容と抑えておいていた

だければと思います。小学校費・中学校費ともにダムウエーター工事費が総額で

４００万を超える額になります。ダムウエーターとは給食を１階から２階へ上げ

るエレベーターのようなものです。法定基準の検査が毎年ありますが、経年で基

準を一部満たしていないところがあり、改修をする必要があります。 

中学校の学校建設費ということで、先ほど少し説明しましたが基本設計が２年

にわたるので、総額２７，５００千円の委託となります。そのうちの今年度分と

して前払い金の３割にあたる部分が８２５万円です。随意契約をした後には、前

払い金をお支払いする形になります。残りについては新年度予算で措置をします。 

中学校改築等工事基本設計支援ですが、これについては技術的な支援や審査

諸々に対する民間の支援団体がありますので、そういったところに支援をお願い

する委託予算となります。建築関係予算については、今後随時このようにでてく

るかと思います。補正予算については以上ですが、実施設計費を当初予算で計上

する予定となっております。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

山本教育長 無いようなので本件につきましては、原案のとおり可決させていただきます。 

以上で、本日の日程を終了いたします。 

その他委員の皆さんから何かありますか。 

各委員 なし。 

山本教育長 引き続き、その他の事項につきまして事務局から説明をお願いします。 

二村課長 １ 東京学芸大学連携事業 １２月２日（月） 

１０：３５～１２：２５ 豊頃中学校 

２ 授業公開（プログラミング教育）１２月４日（水） 

１３：３０～１４：３０ 豊頃小学校 

３ 教職員互助会研修会・交流会 １２月９日（月） 

１５：１０～１６：５０ 豊頃中学校 

 ４ 義務教育指導監学校経営指導訪問 １２月１２日（木） 

９：３０～ 豊頃小学校 １０：４０～ 豊頃中学校  

１３：００～ 大津小学校 

５ 小中学校第２学期終業式 １２月２０日（金） 

６ 次回委員会開催日時 １２月２５日（水）１４：００～ 


